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第６回三条市（仮称）第一中学校区統合小学校校名等制定委員会会議録 

 
１ 開  会 平成 25 年２月 13 日（水） 午後１時 30 分 

 

２ 場 所 三条市役所栄庁舎 201 会議室 

 
３ 出席委員 宮薗委員長、上石委員長職務代理委員、宮原委員、杉野委員、小野島委員、小越

委員、阿部委員、関委員、石黒委員、鈴木委員、住吉委員 

 

４ 欠席委員 丸山委員 

 

５ 説明のための出席者 

池浦教育部長、大平教育総務課長、高橋学校教育課長、嘉代小中一貫教育推進

室長、高野教育総務課長補佐、大谷教育総務課庶務係長、野水教育総務課庶務

係主任 

 

６ 傍 聴 人 ２人 

 

７ 会議次第 

（１） 開 会 

（２） 会議録の承認 

（３） 議 事 

ア 校歌を依頼する専門家について 

イ 校章募集要項について 

ウ 校名及び校章の応募者表彰について 

エ 今後のスケジュールについて 

（４） 次回制定委員会の日程について 

（５） その他 

（６） 閉 会 

 

８ 審議の経過及び結果 

（１） 開会 

 （宮薗委員長） 

本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは、

これから委員会を開催いたします。開会に先立ちまして、教育部長より一言ごあいさつ

をいただきたいと思います。 

（教育部長） 

本日は道足の悪い中、またご多用の中、会議にご出席いただきまして誠にありがとう
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ございます。先週末から開校準備委員会の方では冬場の通学路の実地踏査ということで、

一体校周辺、数々のところから主要通学路をメインに、歩いて調査を行っております。

昨日私もそれに参加しまして、通学時間帯、７時 20 分頃に直江町に集合して、それから

一体校まで歩いてまいりました。大体大人の足で 40 分くらいかかりました。 

一体校に着きますと工事現場になるわけで、イメージ図をお手元に改めて配らせてい

ただきましたが、今工事現場に行きますと、大体このイメージが想定できるようなとこ

ろまできております。進捗率で言うと 34％でしかありませんが、そこまで工事が進んで

きました。私の目には、一生懸命工事現場の方々が頑張っている姿を見る中で、今回資

料に一緒につけさせていただいているこのイメージが、しっかりと頭の中に入ってまい

りました。それと同時にここに通う子どもたちの楽しい姿をイメージでき、私どもが使

命にあたっている、大事なことを今決めようとしているのだな、という思いが改めてく

ると同時に、充実した仕事に当てられているという感じがします。そんなことで、学校

の充実と同時に、一生懸命にやっていきたいと思っています。 

この校名等制定委員会につきましても、本日で６回目にあたるわけでございます。本

日につきましては、前回の続きということで、校歌・校章のあり方について、校歌につ

いてはこれから具体的な議論に入るわけでございますし、また、校章については基本的

には公募の方向で、ご了解いただいておりますので、その中身について詰めさせていた

だければと思っております。 

本日も、第一中学校区の子どもたちのために大所高所からご意見いただければという

ことをお願い申し上げまして、簡単ですが、挨拶に代えさせていただきます。よろしく

お願いします。 

（宮薗委員長） 

ありがとうございました。それでは、ただ今から第６回の三条市（仮称）第一中学校

区統合小学校校名等制定委員会を開催いたします。 

本日の会議の成立についてご報告申し上げます。本日、丸山委員が校務の関係で欠席

です。12 人のうち、11 人の出席をいただきまして、半数以上が出席しておりますので、

三条市（仮称）第一中学校区統合小学校校名等制定委員会設置要綱第５条第２項の規定

により、本日の会議が成立することをまず、ご報告申し上げます。 

 

（２） 会議録の承認 

（宮薗委員長） 

まず、会議録の承認について議題といたします。前回第５回の会議録について何かご

発言ございましたらお願いしたいと思います。お目通しいただいているかと思いますが、

いかがでしょうか。 

ないようですので、会議録につきましては承認することでご異議ございませんでしょ

うか。 

――異議なしの声あり―― 

○全員異議なし承認と決定 
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（３） 議事 

ア 校歌を依頼する専門家について 

（宮原委員） 

実は、事前に資料を送っていただき議事を見ておりましたら、校歌を依頼する専門家に

ついて、この前のお約束どおり具体的にお名前を挙げていただいているので、この部分は

非公開にできないかと思いました。 

具体的にこの人が良い悪いという、個人名を出しての発言になりますし、また、決まっ

た方に 100％受けていただけるわけではないので、この校歌を依頼する専門家の部分は非

公開にできないかということを提案したいと思います。 

（宮薗委員長） 

ただ今、委員から発議がありました。これにつきましては、「三条市（仮称）第一中学

校区統合小学校校名等制定委員会会議運営方針」というのがございます。その中に、会議

の公開についてという規定がございまして、「会議は公開とする。ただし、委員の発議に

より、出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは非公開とすることができる。」と

いう規定がございます。今ほど、具体的な個人名で審議し、ここで名前が挙がったとして

も、その方に受けていただけるかどうかもはっきりしないので、その部分だけは非公開に

させていただけないだろうかというご提案がありました。 

先ほど申し上げましたが、出席員の３分の２以上の多数でそれが認められるということ

ですが、いかがでしょうか。何かご異議がございますか。 

（上石委員） 

私も非公開にした方が良いと思います。個人名が挙がりますので、誰がどうなったとか

いうことが、何かの媒体に載ると困りますので、できればこの委員会だけで決めさせてい

ただければ一番ありがたいと考えております。 

（宮薗委員長） 

今ご意見がありましたが、もし強い反対がなければここで決を取らせていただきたいと

思います。一言何か、という方はいらっしゃいますか。 

それでは、ないようですので、ただ今の提案をもう一度確認させていただきます。本日

の議題の校歌を依頼する専門家については、非公開とするという提案がありましたが、こ

れについて賛成の方は挙手をお願いします。 

――全ての委員が挙手―― 

○挙手採決の結果、全員異議なし非公開とすることに決定 

（宮薗委員長） 

つきましては提案なのですが、お手元の議事におきましては、1番目の議事「校歌を依

頼する専門家について」を４番目の議事とさせていただきたいと思います。報道関係、そ

の他傍聴されている方については、最後の議事の前で退席いただければと思います。そう

いう進め方でよろしいでしょうか。 

――異議なしの声あり―― 

○全員異議なし承認と決定 
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  イ 校章募集要項について 

大平教育総務課長が説明 

（宮薗委員長） 

ただ今の説明ですが、前回の委員会におきまして皆様からいただいた意見を基に募集要

項案について説明していただいたわけですが、この件につきまして何かご意見ございます

か。 

（杉野委員） 

ちょっとした言葉のミスだと思うのですが、４番の応募条件の２行目で、「パソコン製

作」と最初にあって、後半「パソコン作成」となっておりますので、文言を統一していた

だければと思います。 

（大平教育総務課長） 

統一させていただきます。 

（宮薗委員長） 

応募用紙も含めてご意見いただければと思います。 

一つお聞きしたいのですが、３番の応募方法の④のところで、学校への提出も可能です

とありますが、このことについては良いのですが、学校にも受付窓口を設けるということ

を、まず各学校に了解していただいて、ここも明示してあった方が良いのではないかと思

います。学校への提出といった場合、受付の窓口というのはどういうところがやるといっ

たことは、お互いに了解いただいているのでしょうか。 

（大平教育総務課長） 

この件につきましては、校名のときに委員の方からご提案していただいたものでして、

実際、これからやる方法につきましては、それぞれの学校の方に事前にお願いに上がりた

いと思っておりますし、実際、提出する対象の方が、児童・生徒よりもその関係する保護

者ということですので、学校の方と調整が必要だと思いますが、お願いするにあたって、

一文を添付した中でお願いさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

（宮薗委員長） 

そういうところもよろしくお願いします。ほかにいかがでしょうか。 

（関委員） 

こういった募集要項の広報というのは、どのようにして行うのですか。 

（大平教育総務課長） 

資料の 23 ページを少しおはぐりいただきたいと思います。この次の議題になりますが、

具体的な周知方法で想定しているのが、市長記者会見、広報さんじょう、それから三条市

ホームページということで、この３点で広く公募したいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

（関委員） 

わかりました。 

（鈴木委員） 
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応募方法の中で、広く応募という話があったので、四日町、条南、南小学校の生徒及び

保護者の方と書いてありますが、それ以外のところも含められないかと思います。 

以前、校名のときに公民館等に窓口を置いてはどうかという意見を出して通らなかった

のですが、幅広いということになると、三条市内の各公民館等に窓口を置くような考えは

ないのでしょうか。 

（宮薗委員長） 

事務局お願いします。 

（大平教育総務課長） 

校歌のときですとかいろいろな応募がある中で、窓口を設定してやらせていただくケー

スが多いのですが、過去の状況等を見ますと、多くを設定しても、なかなかそこに集まら

ないような状況もございます。ただ、せっかく鈴木委員からご提案いただいておりますの

で、調整させていただきたいと思います。 

しかし、公民館等の事務の関係もございますので、今の段階では難しい状況かと思いま

す。基本的には、この場所、窓口を基本としながら、調整をさせていただく中で、判断を

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（宮薗委員長） 

広くというお願いでもありますので、可能であればそういうところも対応していただけ

ればと思います。 

ほかにいかがでしょうか。ないようでしたら、この校章の募集要項につきましては、決

定するということでよろしいでしょうか。 

――異議なしの声あり―― 

○全員異議なし承認と決定 

（宮薗委員長） 

確認ですが、応募条件の「パソコン製作」と「パソコン作成」、この文言を統一すると

いうところです。まずこれを修正した上で、お願いしたいと思います。 

 

ウ 校名及び校章の応募者表彰について 

   大平教育総務課長が説明 

（宮薗委員長） 

ただ今、校名及び校章についての表彰のあり方について説明いただきましたが、何かこ

れについてご意見・ご質問ございますか。 

（鈴木委員） 

この記念品というのは、何か案があるのでしょうか。 

（大平教育総務課長） 

今のところまったく白紙でございまして、今後この委員会の中でもご意見等を求めてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いずれにしても、予算にも限りがご

ざいますので、さほど高価ではなくても記念になるような、ずっと使っていただけるよう

なものであれば良いと私は思っております。いずれにいたしましても、当委員会にお諮り
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させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（宮薗委員長） 

ほかにいかがでしょうか。 

（関委員) 

表彰式は応募者の代表数人から出席ということが書いてあるのですが、47 人全員に「出

られますか」と聞いて、多数が「出られます」と言ったときにはどう対応するのでしょう

か。もしくは、選定する基準等があるのでしょうか。 

（大平教育総務課長） 

表彰式への出席でございますが、今回 47 人の非常に多い方が対象になっていらっしゃ

います。お一人お一人「出られますか」とお聞きするのではなくて、どちらかと言います

と、こちらの委員会の中で、どういう方が良いかというご意見をいただいた中で、事務局

の方で決めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（鈴木委員） 

表彰式について、いろいろな考えはあると思いますが、長岡のフェニックス大橋の表彰

のときに、認定証というのを授与したそうです。表彰式のときには、教育委員会の方が抽

選をした代表一人の方が表彰式に参加されて、それ以外の方には各家庭に認定証をお送り

したという話も聞いていますので、一つの参考にしていただければと思います。表彰式に

は代表の方を教育委員会で選び、あとは認定証を自宅に送付すれば、自分も名前をつけた

一人なのだということが形として残るので良いのではないでしょうか。 

（宮薗委員長） 

一応、表彰状・記念品に関しては、複数の方全員に差し上げるという形ですよね。どな

たに代表を受けていただくかということについては、また後ほど決めていただければ良い

かと思います。 

あとはいかがでしょうか。ないようでしたら、詳細につきましては、今挙がったような

ことも含めまして、事務局に一任するという形でよろしいでしょうか。 

――異議なしの声あり―― 

○全員異議なし承認と決定 

 

   エ 今後のスケジュールについて 

    大平教育総務課長が説明 

 （宮薗委員長） 

ただ今、事務局からスケジュールについて説明がありましたが、これについて何かご質

問はいかがでしょうか。 

（関委員） 

先ほどの周知方法に関連してなのですが、市内外を問わずということなので、できれば、

マスコミの方に大々的に取り上げていただきたいという希望があります。地元メディアは

もちろん、新潟日報さんまで。予算が許すのであれば、広告もしたいと思っています。な

かなか皆さんの目に留まらないとだめなのかなと思いますので、その辺りを、今日は報道
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陣の方もいらっしゃいますので、どうかお願いしたいと思います。 

（池浦教育部長） 

先ほど教育総務課長も話をさせていただきましたが、市長の定例記者会見になります

と、ほとんどの関係するメディアの方が来られます。地元の方もいらっしゃれば、いろい

ろな方がいらっしゃいますので、そこは一番期待させていただきたいと思います。 

（宮薗委員長） 

せっかくですので、よくアナウンスできればと思います。それでは、このスケジュール

につきましてほかにいかがでしょうか。 

ないようですので、今後のスケジュールについてはこれで決定したいと思います。ご異

議ございませんでしょうか。 

――異議なしの声あり―― 

○全員異議なし承認と決定 

 

 [以下、非公開] 

 

（４） 第７回制定委員会の日程について 

    大平教育総務課長から提案があり、委員長が諮り次のとおり決定する。 

    日 時  平成 25 年３月 28 日（木） 午後１時 30 分 

    会 場  三条市役所栄庁舎 201 会議室 

 

９ 閉  会  平成 25 年２月 13 日 午後３時 17 分 


